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2009年 4月 15日 
JAB PN300-2009（D1）への JIPDEC殿 コメント及び処置 

№ コメント提出
者（敬称略）

条項
No. 

行
No. 

コメン
ト区分

コメント内容 提案 
JAB要員技術委員会処置 

（凡例 ○：採用、△：修正等、×：
不採用） 

1 JIPDEC 
野溝 
 

G.3.1.1 1 E 用語を関連規格に合わせることを提案
します。 

「認定マーク」を「認定シンボ
ル」に変更(JIS Q 17011) 

△：JAB指針に追記する。 

2 同 G.4.2.1
8 

2 E 修飾語の係り受けを明確にすることを
提案します。 

「認定を受けて認証を実施する
適切な第三者機関」に変更 
 

○：ご提案のとおり、「適切な認定
を受けて認証を実施する第三者機
関」を「認定を受けて認証を実施す
る適切な第三者機関」に変更する。 

3 同 G.4.3.1 3 E 用語を関連規格に合わせることを提案
します。 

「技量」を「技能」に変更(JIS Q 
19011) 

○：ご提案のとおり、JIS Q 19011
及び JIS Q 17024 3.6「力量」の定
義にて利用されている用語を踏ま
え、「技量」を「技能」に変更する。 

4 同 G.4.5.3 1～2 E 修飾語の係り受けを明確にすることを
提案します。 
 

「認証プロセスの一環としての
試験と訓練との分離」を「訓練
と認証プロセスの一部としての
試験との分離」に変更 

○：ご提案のとおり、「認証プロセ
スの一環としての試験と訓練との
分離」を「訓練と認証プロセスの一
部としての試験との分離」に変更す
る。 

5 同 G.4.7.1 1～2 E 訳文の変更を提案します。 
 

「アクセスできるかもしれない
何人をも対象とする」を「アク
セスできる可能性のある者すべ
てを対象とする」に変更 

○：ご提案のとおり、「アクセスで
きるかもしれない何人をも対象と
する」を「アクセスできる可能性の
ある者すべてを対象とする」に変更
する。 

6 
 
同 
 

G.6.4.2 
G.6.5.2 

5 
4 

E 
E 

用語を関連規格に合わせることを提案
します。 

「職務知識開発」を「専門能力
開発」に変更(JIS Q 19011) 

○：ご提案のとおり、「職務知識開
発」を「専門能力開発」に変更する。 

7 同 G.3.1.3 
G.3.1.4 
G.4.3.3 

1 
1 
3 

E 訳文の変更を提案します。 
 

該当個所は assessを「審査」と
訳されていますが、「評価」に変
更することを提案 

○：ご提案のとおり、「審査」を「評
価」に変更する。なお、G.4.3.3に
つき、5行目の該当文言を変更。 

 


